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第１章  目的 

 （目的） 

第１条 この基準は、安全管理規程に基づき、船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保

することを目的とする。 

 

第２章  運航の可否判断 

（発航の可否判断） 

第２条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件のいずれかに達

していると認めるときは、発航を中止しなければならない。 

 (1) 風速が１０m/s以上の時 

 (2) 波高が１.２m以上の時 

 (3) 視程が３００m以下の時 

２ 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象（視程を除く。）に関する情報を確認し、次に掲

げる条件のいずれかに達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。 

 (1) 風速が１２m/s以上の時 

 (2) 波高が１.５m以上の時 

３ 船長は、前２項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、保船、避泊その他の適切な措置をとらなけ

ればならない。 

（通常の航行の可否判断等） 

第３条 船長は、周囲の気象・海象(視程を含む)に関する情報を確認し、通常の航行を継続した場合、船体の

動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるとき又は周囲の視程が３００m以下となったとき

は、減速、適宜の変針、反転等の適切な措置をとらなければならない。 

 （入港の可否判断） 

第４条 船長は、入港予定港内の気象・海象に関する情報を確認し、第２条に掲げる条件のいずれかに達して

いると認める時は、入港を中止し適宜の海域での錨泊、臨時航行その他の適切な措置をとらなければならな

い。 

（運航の可否判断の記録） 

２ 運航管理者および船長は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を運航日報に記録するものと

する。運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を

記載すること。記録は適時まとめて記載してもよい。 

 

第３章  船舶の航行 

 （運航基準図等） 

第５条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認め

る事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。 

⑴ 航行範囲 

⑵ 地形、水深、潮流等から、航海上、特に留意すべき箇所 

⑶ その他航行の安全を確保するために必要な事項 

（速力基準） 

第６条 速力基準は、次表のとおりとする。 



 

 

船  名 
速 力 区 分（速力/毎分機関回転数） 

微 速 半 速 航海速力 

第三大黒丸 
３ノット 

800rpm 

５ノット 

1,700rpm 

７ノット 

2,500rpm 

第八大黒丸 
３ノット 

500rpm 
７ノット 

1,000rpm 
14ノット 

1,800rpm 

大   吉 
３ノット 

800rpm 
７ノット 

3,000rpm 
15ノット 

5,500rpm 

第三大吉丸 
３ノット 

800rpm 
７ノット 

3,000rpm 
15ノット 

5,500rpm 

第十大吉丸 
３ノット 

800rpm 
７ノット 

3,000rpm 
15ノット 

5,500rpm 

２ 船長は、速力基準を操舵室または操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。 

（通常連絡等） 

第７条 運航管理者は、航行に関する安全情報等船舶に連絡すべき事項が生じた場合は、その都度速やかに連

絡するものとする。 

（入港連絡等） 

第８条 船長は、着岸１０分前までに、運航管理者に次の事項を連絡し、運航管理者は、簡潔に記録するもの

とする。 

(1) 着岸予定時刻 

(2) 運航管理者又は運航管理補助者の援助を必要とする事項 

２ 前項の連絡を受けた運航管理者は、船長に次の事項を連絡するものとする。 

(1) 着岸岸壁の使用船舶の有無 

(2) 着岸岸壁付近の停泊船舶の状況 

(3) 岸壁付近の風向、風速、視程、波浪（風浪、うねりの方向、波高）及び潮流（流向、流速） 

(4) その他操船上の参考となる事項 

（連絡方法） 

第９条 船長と運航管理者との連絡は、次の方法による。 

 (1) 通常の場合は、当該船舶が航行又は停泊している地点を管理する本社へ携帯電話により連絡する。 

 (2) 緊急の場合は、本社へ携帯電話により連絡する。 

 （機器点検） 

第10条 船長は入港着岸前、桟橋手前、防波堤手前等、状況に応じ安全な海域において、機関の後進、舵等の

点検を実施する。 

 

第４章  雑 則 

（運航管理者の指揮） 

第11条 運航管理者が行うべき事項は、運航管理者の指揮監督のもと運航管理補助者が行うことができる。ま

た、運航管理者への連絡は、運航管理者の指定する運航管理補助者への連絡でも差し支えない。 

 

附 則 

この規程は、令和５年８月１８日より実施する。 

附 則 

この規程は、令和５年１１月５日より実施する。 

 



 

 

  附 則 

この規程は、令和６年５月１日より実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

運航基準改定履歴書 

改定番号 改定年月日 改定の内容等 

１ 2023.11.5 

運航基準 第３章 船舶の航行 

航路の増加に伴い、運航基準図を２航路追加した。 

（鹿部航路・落部航路） 

２ 2024.5.1 
運航基準 第３章 船舶の航行 

『第七大黒丸』の部分を削除した。 


